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キ
ー
ワ
ー
ド　
「
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
」「
地
名
起
源
」「
天
皇
巡
幸
」

は
じ
め
に

　

大
和
王
権
国
家
の
史
書
と
し
て
編
ま
れ
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』、

同
じ
く
国
家
の
地
誌
と
し
て
律
令
制
下
に
お
け
る
国
の
単
位
で
編
纂
さ
れ
た

各
国
の
「
風
土
記
」
に
は
、
民
間
伝
承
に
由
来
す
る
と
思
し
き
神
話
伝
説
が

あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
編
纂
意
図
に
応
じ
て
創
作
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、

そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
一
つ
の
作
品
を
為
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
常
陸
国

風
土
記
』
の
巻
頭
に
「
常
陸
國
司
解　

申
古
老
相
傳
舊
聞
事
」
と
あ
る
の
は
、

「
古
老
舊
聞
」
を
「
国
司
の
解
」
と
し
て
纏
め
た
過
程
を
端
的
に
示
し
て
い

よ
う
。

　
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
が
大
和
王
権
側
の
立
場
に
た
っ
て
編
纂
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。「
風
土
記
」
に
つ
い
て
は
、『
出

雲
国
風
土
記
』
が
出
雲
国
造
の
手
に
成
っ
た
の
に
対
し
、
他
は
国
司
を
責
任

者
と
す
る
解
と
し
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
編
者
の
名
は
記

さ
れ
ず
、
そ
の
性
格
に
も
未
詳
な
点
が
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
編
纂
過
程
は
必

ず
し
も
一
回
的
、
直
線
的
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
が
α
群
、
β

群
な
ど
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
た
こ
と
が
確
実
で１
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』

が
郡
単
位
の
三
グ
ル
ー
プ
で
編
纂
さ
れ
た
と
の
指
摘
も
あ
る２
。

　

本
稿
で
は
神
話
伝
説
の
語
り
手
の
視
座
と
、『
古
事
記
』
お
よ
び
『
播
磨

国
風
土
記
』
を
例
と
し
た
書
き
手
（
編
者
）
の
視
座
に
つ
い
て
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。
語
り
手
あ
る
い
は
書
き
手
の
「
視
座
」
に
注
目
す
る
こ
と
が
、

各
神
話
伝
説
の
本
質
や
、
そ
れ
ら
を
素
材
に
成
立
し
た
作
品
と
し
て
の
性
格

を
把
握
す
る
上
で
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
。
ひ
い
て
は
大

和
王
権
国
家
が
多
く
の
共
同
体
や
地
域
を
統
合
し
て
成
立
す
る
過
程
に
お
け

る
列
島
上
の
精
神
史
の
解
明
に
も
繋
が
る
と
考
え
て
い
る
。

地
名
起
源
の
神
話
伝
説
に
お
け
る
視
座

　
「
風
土
記
」
は
も
ち
ろ
ん
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
地
名
の
起
源
を

説
く
神
話
伝
説
が
存
在
す
る
。
地
名
と
は
本
来
、
土
地
の
地
勢
や
風
土
を
表

す
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で
名
づ
け
ら
れ
た
か
を
神
話

　

古
代
神
話
伝
説
作
品
の
構
図

│
│ 

書
き
手
の
「
視
座
」
か
ら
見
る
『
古
事
記
』
と
『
播
磨
国
風
土
記
』 │
│

松　

本　

直　

樹



〔　　〕18

伝
説
を
用
い
て
説
く
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
が
今
こ
の
よ
う
に
存
在
す

る
こ
と
の
意
味
を
説
く
こ
と
に
等
し
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け

る
地
名
起
源
は
、
大
和
王
権
国
家
の
歴
史
の
上
に
地
名
を
意
味
づ
け
、
大
和

王
権
が
全
国
各
地
を
統
治
し
て
ゆ
く
過
程
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
は

史
書
で
あ
る
か
ら
、
全
国
各
地
の
地
名
の
由
来
を
網
羅
的
に
説
く
こ
と
に
は

不
向
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
『
古
事
記
』
成
立
の
翌
年
に
、
令
制
下
の
各

国
に
対
し
て
「
風
土
記
」
編
纂
の
官
命
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る３
。

畿
内
七
道
諸
國
。
郡
郷
名
着
好
字
。
其
郡
内
所
生
、
銀
・
銅
・
彩
色
・

草
木
・
禽
獣
・
魚
虫
等
物
、
具
録
式
目
。
及
土
地
沃
塉
、
山
川
原
野
名

號
所
由
、
又
古
老
相
傳
舊
聞
異
事
、
載
于
史
籍
、
言
上
。（『
續
日
本
紀
』

和
銅
六
年
五
４月

）

　

行
政
地
名
の
表
記
の
統
一
と
、
各
地
の
物
産
や
土
地
の
沃
塉
の
報
告
と
と

も
に
、
地
名
起
源
や
古
老
の
伝
承
の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
地
名

起
源
の
把
握
が
国
家
統
治
の
上
で
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

次
に
掲
げ
る
の
は
『
古
事
記
』
上
巻
で
唯
一
の
地
名
起
源
神
話
で
あ
る
。

・ 

故
是
以
其
速
湏
佐
之
男
命
、
宮
可
造
作
之
地
、
求
出
雲
國
。
爾
到
坐
湏

賀
（
此
二
字
以
音
。
下
效
此
）
地
而
詔
之
、「
吾
來
此
地
、
我
御
心
湏
賀

湏
賀
斯
」
而
、
其
地
作
宮
坐
。
故
、
其
地
者
於
今
云
湏
賀
也
。（『
古
事
記
』

上
５巻

）

　

神
の
心
境
吐
露
か
ら
地
名
が
起
こ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
地
名
起
源
の
一

つ
の
定
型
（
仮
に
ス
ガ
ス
ガ
シ
型
と
呼
ぶ
）
に
な
っ
て
い
て
、『
出
雲
国
風
土
記
』

に
も
次
の
よ
う
な
神
話
が
見
ら
れ
る
。

・ 

安
来
郷
…
…
神
湏
佐
乃
烏
命
、
天
壁
立
廻
坐
之
。
尓
時
来
坐
此
処
而
詔

「
吾
御
心
者
安
平
成
」
詔
。
故
云
安
來
也
。（『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
６郡

）

・ 

拜
志
郷
…
…
所
造
天
下
大
神
命
、
将
平
越
八
口
為
而
幸
時
、
此
處
樹
林

茂
盛
。
尓
時
詔
「
吾
御
心
之
波
夜
志
」
詔
。
故
云
林
。（
神
亀
三
年
改
字

拜
志
。）（
同
右
）

・ 

多
太
郷
…
…
湏
佐
能
乎
命
御
子
衝
桙
等
乎
与
留
比
古
命
、國
巡
行
坐
時
、

至
坐
此
處
詔
「
吾
御
心
照
明
正
真
成
。
吾
者
此
處
静
将
坐
」
詔
而
、
静

坐
。
故
云
多
太
。（
同
、
秋
鹿
郡
）

　
「
す
が
す
が
し
（
清
々
し
）」「
や
す
け
し
（
安
け
し
）」「
は
や
し
（
栄
や
し
）」

「
あ
か
く
た
だ
し
（
明
く
正
し
）」
な
ど
神
の
心
境
に
「
負
」
の
要
素
は
な
い
。

ま
た
神
が
巡
行
の
末
に
こ
の
地
に
到
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

地
名
起
源
は
、
多
く
の
土
地
の
中
か
ら
、
そ
こ
が
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
祝
福

さ
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
巡
行
は
具
体
的

で
は
な
く
、
形
式
上
の
決
ま
り
事
で
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
は
神
が
来

訪
す
る
神
話
を
多
く
載
せ
る
が
、
神
が
巡
行
あ
る
い
は
天
降
り
の
末
に
到
る

の
は
基
本
的
に
「
此
処
（
處
）」
で
あ
っ
て７
、「
此
処
」
に
神
を
迎
え
る
と
い

う
各
地
の
内
部
の
視
座
に
立
っ
た
神
話
で
あ
る
。（
図
１

参
照
）。
同
様
の
も

の
に
、
来
訪
神
が
土
地
の
讃
美
を
す
る
神
話
も
あ
る
。

・ 

山
國
郷
…
…
布
都
努
志
命
之
國
廻
坐
時
、
来
坐
此
處
而
詔
「
是
土
者
不

止
欲
見
」
詔
。
故
云
山
國
也
。（『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
）

・ 

恵
曇
郷
…
…
湏
作
能
乎
命
御
子
磐
坂
日
子
命
、
國
巡
行
坐
時
、
至
坐
此

処
而
詔
「
此
処
者
、
國
稚
美
好
有
、
國
形
如
畫
鞆
哉
。
吾
之
宮
者
、
是

處
造
事
」
者
。
故
云
恵
伴
。（
神
亀
三
年
改
字
恵
曇
）（
同
、
嶋
根
郡
）

　

前
掲
の
多
太
郷
条
も
同
様
で
あ
る
が
、
来
訪
神
が
「
是
土
」「
此
処
」「
是

處
」
と
言
い
、
地
の
文
に
も
「
此
處
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
場
神
の
視
座
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と
語
り
手
の
視
座
と
が
一
致
し
て
お
り
、
外
部
か
ら
の
視
線
や
俯
瞰
的
な
視

野
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
が
先
の
『
古
事
記
』
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
話
と
し
て
「
吾
來
此
地

…
」
と
あ
る
も
の
を
地
の
文
で
は
「
其
地
」
と
示
し
て
い
る
。
大
和
王
権
側

の
視
野
の
内
に
出
雲
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
此
地
」
の
事
跡
を
俯
瞰
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
図
２

参
照
）。

　

次
に
少
し
様
相
の
異
な
る
地
名
起
源
伝
説
を
見
て
み
た
い
。

・ 

登
美
能
那
賀
湏
泥
毘
古
（
自
登
下
九
字
以
音
）、
興
軍
待
向
以
戦
。
爾
取

所
入
御
船
之
楯
而
下
立
。
故
、
號
其
地
謂
楯
津
。
於
今
者
云
日
下
之
蓼

津
也
。
於
是
與
登
美
毘
古
戦
之
時
、
五
瀬
命
、
於
御
手
負
登
美
毘
古
之

痛
矢
串
。
…
…
到
血
沼
海
洗
其
御
手
之
血
。
故
、
謂
血
沼
海
也
。
従
其

地
廻
幸
、
到
紀
國
男
之
水
門
而
詔
「
負
賤
奴
之
手
乎
死
」
男
建
而
崩
。

故
、
號
其
水
門
謂
男
之
水
門
也
。（『
古
事
記
』
神
武
）

・ 

其
軍
悉
破
而
逃
散
。
爾
追
迫
其
逃
軍
、
到
久
湏
婆
之
度
時
、
皆
被
迫
窘

而
、
屎
出
懸
於
褌
。
故
、
號
其
地
謂
屎
褌
（
今
者
謂
久
湏
婆
）。
又
遮
其

逃
軍
以
斫
者
、
如
鵜
浮
於
川
。
故
、
號
其
河
謂
鵜
河
也
。
亦
斬
波
布
理

其
軍
士
。
故
、
號
其
地
謂
波
布
理
曾
能
（
自
波
下
五
字
以
音
）。（
同
、
崇
神
）

　

前
者
は
、
神
武
の
兄
で
あ
る
五
瀬
命
が
戦
死
し
て
ゆ
く
様
を
、
後
者
は
建

波
邇
安
王
の
軍
勢
が
滅
ぼ
さ
れ
て
ゆ
く
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
地
名
起

源
を
添
え
て
描
写
し
て
い
る
。
と
く
に
前
者
は
、
初
代
神
武
の
兄
で
あ
り
、

「
幸
」「
詔
」
な
ど
、
そ
の
行
為
が
絶
対
敬
語
で
示
さ
れ
る
登
場
人
物
の
死
に

到
る
話
で
あ
る
か
ら
、
地
名
起
源
に
「
負
」
の
要
素
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

後
者
も
「
屎
褌
」
な
ど
土
地
の
内
部
の
価
値
観
に
基
づ
く
地
名
起
源
で
あ
る

と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
言
わ
ば
「
負
」
の
地
名
起
源
は
他
に
も
あ
る
。

語
り
手
の
視
座
﹁
此
処
﹂︵
地
の
文
︶

一
致

来
訪
・
鎮
座

心
境
吐
露
﹃
此
処
﹄︵
神
の
視
座
︶

神
図
１　

ス
ガ
ス
ガ
シ
型
地
名
起
源
の
視
座

来
訪
・
鎮
座
・

心
境
吐
露
﹃
此
地
﹄︵
神
の
視
座
︶

ス
サ
ノ
ヲ

﹁
其
地
﹂︵
地
の
文
︶

﹃
古
事
記
﹄
の
視
野
・
大
和
王
権
の
視
座

図
２　
『
古
事
記
』
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
地
名
起
源

〔
図
の
凡
例
〕　

矢
印
は
外
部
の
視
座
か
ら
の
視
線
を
示
す
。
登
場
人
物
の
発
話

を
『　

』
に
示
し
、
そ
れ
と
の
比
較
を
要
す
る
場
合
の
地
の
文
の
表
現
を
「　

」

に
示
す
。
図
２

の
矢
印
は
大
和
王
権
の
視
座
か
ら
当
地
を
「
其
地
」
と
見
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
以
下
の
図
の
見
方
も
同
様
。
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姿
の
醜
さ
故
に
天
皇
に
召
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
円
野
比
売
が
自
死
に

至
る
ま
で
を
、

取
懸
樹
枝
而
欲
死
↓
懸
木

堕
峻
淵
而
死
↓
堕
國

ま
た
、
倭
建
命
が
薨
去
に
至
る
ま
で
を
、

御
心
稍
寤
↓
居
寤
清
泉

吾
足
不
得
歩
成
當
藝
當
藝
斯
玖
↓
當
藝

衝
御
杖
稍
歩
↓
杖
衝
坂

吾
足
如
三
重
勾
而
甚
疲
↓
三
重

と
、
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
地
名
起
源
を
交
え
て
描
写
す
る
。「
負
」
の
地
名

起
源
に
は
連
続
す
る
と
い
う
特
徴
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
其
地
」「
其
河
」

「
其
水
門
」
を
見
る
語
り
手
あ
る
い
は
書
き
手
の
視
線
は
、
我
々
読
者
が
地

図
を
見
る
視
線
に
等
し
く
、
決
し
て
各
地
の
内
部
か
ら
自
然
発
生
し
た
伝
説

で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
大
和
王
権
側
が
全
国
を
俯
瞰
す
る
視
野
を
持

ち
、
正
負
も
問
わ
ず
国
家
の
歴
史
の
上
に
地
名
の
起
源
を
説
い
て
い
る
（
図

３

参
照
）。

『
古
事
記
』
の
視
座
│
シ
コ
ヲ
と
シ
コ
メ
│

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
の
亦
の
名
の
一
つ
に
葦
原
色
許
男
命
が

あ
る
。

・ 

大
國
主
神
、
亦
名
謂
大
穴
牟
遅
神
（
牟
遅
二
字
以
音
）、
亦
名
謂
葦
原
色

許
男
神
（
色
許
二
字
以
音
）、
亦
名
謂
八
千
矛
神
、
亦
名
謂
宇
都
志
國
玉

神
（
宇
都
志
三
字
以
音
）、
幷
有
五
名
。

　

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
ア
シ
ハ
ラ
は
「
葦
原
中
国
」
と
い
う
神
代
に
お
け
る

地
上
の
国
土
を
意
味
し
て
い
る８
。
シ
コ
ヲ
と
は
、
そ
の
女
性
版
と
思
し
き
ヨ

モ
ツ
シ
コ
メ
が
『
和
名
抄
』
で
「
鬼
神
部
鬼
魅
類
」
に
分
類
さ
れ
、「
黄
泉

之
鬼
也
」（『
和
名
抄
』
及
び
『
釋
日
本
紀
』
巻
六
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
オ
ニ
に

も
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。
上
代
に
オ
ニ
の
例
は
多
く
な
い
が
、『
出
雲
国
風

土
記
』（
仁
多
郡
）
で
は
「
目
一
鬼
」
が
農
夫
一
家
の
前
に
忽
然
と
現
れ
て
い

る
。
一
つ
目
の
存
在
と
し
て
は
、
他
に
「
天
目
一
箇
神
」（『
日
本
書
紀
』
第
九

段
一
書
第
二
・『
古
語
拾
遺
』）
や
「
天
目
一
命
」（『
播
磨
国
風
土
記
』
託
賀
郡
）
が

お
り
、
こ
れ
は
鍛
冶
職
の
神
で
あ
っ
た
。
長
年
の
鍛
冶
労
働
に
よ
る
片
目
の

喪
失
を
聖
痕
と
し
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
価
値
観

を
共
有
し
な
い
他
の
集
団
（
例
え
ば
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
農
夫
一
家
）

の
前
に
現
れ
た
時
、
そ
れ
は
正
体
不
明
の
オ
ニ
で
し
か
な
か
っ
た
。
早
く
柳

田
國
男
の
説
く
通
り
で
あ
ろ
う９
。
オ
ニ
に
近
い
シ
コ
ヲ
・
シ
コ
メ
も
、
あ
る

視
座
か
ら
見
た
場
合
の
正
体
不
明
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

前
掲
し
た
系
譜
記
事
の
他
、
神
話
文
脈
の
中
で
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
名
が

図
３　
「
負
」
の
地
名
起
源

Ａ
地―

地
名
起
源

次
に
Ｂ
地―

地
名
起
源

次
に
Ｃ
地―

地
名
起
源

次
に
Ｄ
地―

地
名
起
源

﹃
古
事
記
﹄
の
視
野
／
内
部
の
視
座
は
存
在
し
な
い
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現
れ
る
の
は
次
の
①
②
で
あ
り
、
他
に
中
巻
の
垂
仁
記
に
③
の
一
例
を
見
る

ば
か
り
で
あ
る
。

① 
其
大
神
（
ス
サ
ノ
ヲ
）
出
見
而
告
「
此
者
謂
之
葦
原
色
許
男Ａ
」（
根
堅
州

国
訪
問
条
）

② 

「
…
故
與
汝
葦
原
色
許
男
命
為
兄
弟
而
作
堅
其
國
」（
国
作
り
条
）

　

①
は
根
堅
州
国
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
話
で
あ
り
、
②
は
高
天
原
の
カ

ミ
ム
ス
ヒ
が
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
国
作
り
を
命
じ
る
言
葉
で
あ
り
、
と
も
に
異

界
に
属
す
る
神
の
視
座
、
価
値
観
か
ら
、「
葦
原
中
国
の
正
体
不
明
の
存
在
」

と
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
中
巻
垂
仁
記
に
あ
る
。

③ 

其
御
子
（
ホ
ム
チ
ワ
ケ
皇
子
）
詔
言
「
是
於
河
下
如
青
葉
山
者
、
見
山
非

山
。
若
坐
出
雲
之
石

之
曽
宮
、
葦
原
色
許
男
大
神
以
伊
都
玖
之
祝
大

庭
乎
」
問
賜
也
。

　

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
名
は
、
や
は
り
発
話
の
中
に
あ
り
、
発
話
者
で
あ
る

大
和
王
権
の
皇
子
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
視
座
、
価
値
観
に
よ
る
名
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
大
和
は
地
上
に
復
元
さ
れ
た
「
天
」（
高
天
原
）
の
聖
地
で
あ
っ
て
、

大
和
王
権
は
「
天
」
な
る
大
和
に
お
い
て
、
葦
原
中
国
を
「
天
下
」
と
し
て

統
治
し
た
と
『
古
事
記
』
は
説
い
て
い
るＢ
。
大
和
王
権
の
視
座
に
お
い
て
、

葦
原
中
国
は
被
統
治
側
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
る
正
体
不
明
の
存
在
と

し
て
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
るＣ
。『
古
事
記
』
は
、
大
国

主
神
を
登
場
人
物
の
視
座
（
発
話
）
を
通
し
て
「
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
」
と
呼

び
変
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
編
纂
者
の
視
野
と
登
場
人
物
の
視
野
と
が
二

重
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
祭
祀
者
と
し
て
出

雲
国
造
の
祖
で
あ
る
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
が
登
場
す
る
が
、
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
に
と
っ
て

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は
祭
る
べ
き
カ
ミ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
大
和
王
権
と

は
異
な
る
出
雲
の
視
座
が
想
定
さ
れ
る
（
図
４

参
照
）。

　

次
に
、
そ
の
他
の
「
シ
コ
」
を
名
に
持
つ
登
場
人
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
孝
元
か
ら
崇
神
に
及
ぶ
系
譜
中
に
、
ま
た
崇
神

朝
に
お
け
る
神
々
の
祭
祀
に
関
連
し
て
、
シ
コ
ヲ
・
シ
コ
メ
を
名
に
持
つ
人

物
が
登
場
す
る
。

・ 
仰
伊
迦
賀
色
許
男
命
、
作
天
之
八
十
毘
蘿
訶 

（
此
三
字
以
音
也
）、
定
奉

天
神
地
祇
之
社
。（『
古
事
記
』
崇
神
）

　

祟
り
を
起
こ
し
、「
国
家
」
の
「
人
民
」
を
死
滅
の
危
機
に
陥
れ
た
オ
ホ

モ
ノ
ヌ
シ
を
代
表
に
、
全
国
の
モ
ノ
ど
も
（
大
和
王
権
に
と
っ
て
は
正
体
不
明

高
天
原
の
視
座

根
堅
洲
国
の
視
座

﹃
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
﹄

﹃
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
﹄

出
雲
の
カ
ミ

⇐

︵
祭
祀
︶
国
造

﹃
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
﹄

大
和
︵
天
︶
の
皇
子
の
視
野
・
視
座

﹃
古
事
記
﹄
の
視
野

図
４
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の
存
在
）
を
祭
り
鎮
め
る
べ
き
人
物
と
し
て
イ
カ
ガ
シ
コ
ヲ
が
登
場
す
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、

・ 
卜
使
物
部
祖
伊
香
色
雄
為
神
斑
物
者
吉
之
（『
日
本
書
紀
』
崇
神
七
年

八
Ｄ月

）

・ 

命
伊
香
色
雄
而
以
物
部
八
十
平
瓮
、
作
祭
神
之
物
（
同
十
一
月
）

と
あ
る
よ
う
に
、
物
部
の
祖
で
あ
り
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
天
孫
本
紀
は
崇

神
の
母
の
伊
香
色
謎
命
（
イ
カ
ガ
シ
コ
メ
）
の
弟
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
イ

カ
ガ
シ
コ
メ
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
、

・ 

内
色
許
男
命
之
女
、
伊
迦
賀
色
許
賣
命
（『
古
事
記
』
孝
元
）

・ 

妃
伊
香
色
謎
命
生
彦
太
忍
信
命
（『
日
本
書
紀
』
孝
元
七
年
二
月
）

・ 

娶
庶
母
伊
迦
賀
色
許
賣
命
生
御
子
、
御
真
木
入
日
子
印
恵
命
。（『
古
事

記
』
開
化
）

・ 

立
伊
香
色
謎
命
為
皇
后
（
是
庶
母
也
）。
后
生
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天

皇
（『
日
本
書
紀
』
開
化
六
年
正
月
）

と
あ
り
、
孝
元
の
妃
で
あ
り
、
開
化
の
皇
后
、
崇
神
の
母
で
あ
る
。
孝
元
記

に
見
え
る
ウ
ツ
シ
コ
メ
は
、

・ 

立
欝
色
謎
命
為
皇
后
。
々
生
二
男
一
女
。
第
一
曰
大
彦
命
、
第
二
曰
稚

日
本
根
子
彦
大
日
々
天
皇
（『
日
本
書
紀
』
孝
元
七
年
二
月
）

・ 

母
曰
欝
色
謎
命
、
穂
積
臣
遠
祖
欝
色
雄
命
之
妹
也
（
同
、
開
化
即
時
前
紀
）

・ 

此
天
皇
娶
穂
積
臣
等
之
祖
内
色
許
男
命
（
色
許
二
字
以
音
下
效
此
）
妹
内

色
許
賣
命
（『
古
事
記
』
孝
元
）

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
元
の
皇
后
、
開
化
の
母
で
穂
積
臣
の
祖
と
さ
れ
る
。
穂

積
氏
は
、

・ 

穂
積
朝
臣　

石
上
同
祖
、
神
饒
速
日
命
五
世
孫
伊
香
色
雄
命
之
後
也
。

（『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
Ｅ別

）

・ 

天
皇
素
聞
饒
速
日
命
、
是
自
天
降
者
。
而
今
果
立
忠
效
。
則
褒
而
寵
之
。

此
物
部
氏
之
遠
祖
也
。（『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
紀
己
未
年
二
月
）

・ 

邇
藝
速
日
命
娶
登
毘
毘
古
之
妹
登
毘
夜
毘
賣
生
子
、
宇
摩
志
麻
遅
命

（
此
者
、
物
部
連
、
穂
積
臣
、
婇
臣
祖
也
）（『
古
事
記
』
神
武
）

と
あ
り
、
物
部
と
同
族
と
さ
れ
て
い
た
。
両
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

欝
色
雄
命
と
物
部
氏
の
祖
と
い
う
伊
香
色
雄
命
と
を
結
び
つ
け
る
と
い

う
意
識
の
も
と
で
混
同
さ
せ
た
疑
い
が
あ
り
、
本
来
同
族
で
あ
る
か
ど

う
か
疑
問Ｆ
。

と
す
る
説
も
あ
る
。
仮
に
擬
制
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
穂
積
氏
は
「
シ
コ
ヲ
」

の
名
を
以
て
物
部
と
の
関
係
を
主
張
し
、
そ
れ
は
大
和
王
権
側
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
た
同
族
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
孝
元
朝
か
ら
崇
神
朝
に
登

場
す
る
シ
コ
ヲ
・
シ
コ
メ
が
、
全
て
物
部
に
関
わ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

　

物
部
の
性
格
に
つ
い
て
、
西
郷
信
綱
は
そ
の
語
源
に
も
関
わ
る
形
で
、

モ
ノ
ノ
ベ
の
モ
ノ
は
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
か
モ
ノ
ノ
ケ
と
か
の
モ
ノ
で

悪
霊
や
魔
も
の
の
意Ｇ

と
説
く
。
崇
神
記
紀
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
を
代
表
と
す
る
、
大
和
王
権
の
カ
ミ

の
範
疇
に
は
本
来
入
ら
な
い
全
国
の
モ
ノ
ど
も
を
、
大
和
王
権
が
一
手
に
祭

り
、
宗
教
的
価
値
観
を
統
一
す
る
こ
と
を
意
味
す
るＨ
。
そ
こ
に
物
部
の
祖
が

関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
西
郷
は
、

そ
の
呪
力
に
よ
っ
て
大
物
主
に
代
表
さ
れ
る
モ
ノ
た
ち
、
つ
ま
り
疫
神

を
鎮
圧
す
る
こ
と
に
関
係
す
る
は
ず
で
あ
るＩ

と
説
く
が
、
単
に
呪
力
と
い
う
の
で
は
説
明
が
十
分
で
は
な
い
。
正
体
不
明
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の
モ
ノ
を
祭
る
に
は
そ
の
正
体
を
認
識
で
き
る
人
物
が
不
可
欠
な
の
で
あ

り
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
場
合
に
は
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
が
、

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
場
合
に
は
出
雲
国
造
の
祖
キ
ヒ
サ
ツ
ミ
が
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
役
を
担
っ
た
。
物
部
の
祖
で
あ
る
イ
カ
ガ
シ
コ
ヲ
は
、
大
和
王
権
側
の

視
座
に
立
て
ば
、
モ
ノ
の
側
、
異
界
の
側
に
属
す
る
シ
コ
ヲ
で
あ
っ
て
、
だ

か
ら
こ
そ
モ
ノ
ど
も
の
制
御
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
物
部
や
そ
の
同
族
と
し
て
の
穂
積
氏
の
系
譜
に
連
な
る
イ
カ
ガ
シ

コ
ヲ
、
ウ
ツ
シ
コ
メ
、
ウ
ツ
シ
コ
ヲ
、
こ
れ
ら
は
全
て
『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』
の
地
の
文
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
和
王
権
の
視
座
に
お
い

て
当
然
の
よ
う
に
異
界
に
属
す
る
者
た
ち
、
つ
ま
り
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
同

じ
側
の
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
図
５

に
示
し
た

が
、
図
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
視
野
は
、
地
の
文
と
い
う
に
ほ
ぼ
等
し
い
。

こ
こ
に
図
４

に
お
け
る
大
和
の
皇
子
の
視
野
・
視
座
と
、
図
５

に
お
け
る

『
古
事
記
』
の
視
野
、
編
纂
者
の
視
座
が
重
な
り
合
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

・ 

伊
耶
那
岐
命
、
見
畏
而
逃
還
之
時
、
其
妹
伊
耶
那
美
命
、
言
「
令
見
辱

吾
」、
即
遣
豫
母
都
志
許
賣
（
此
六
字
以
音
）
令
追
。（『
古
事
記
』
上
巻
）

・ 

伊
弉
冉
尊
恨
曰
「
何
不
用
要
言
令
吾
恥
辱
」、
乃
遣
泉
津
醜
女
八
人
、

一
云
泉
津
日
狭
女
、
追
留
之
。（『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
）

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
も
に
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
は
地
の
文
で
そ
の
活

動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
地
上
世
界
の
人
の
視
座
か
ら
、
異
界
と
し
て
の
黄
泉

国
の
シ
コ
メ
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
編
纂
者

の
視
野
の
内
に
も
異
界
の
存
在
と
し
て
当
然
の
よ
う
に
地
の
文
の
上
に
存
在

し
て
い
る
。

　

前
に
見
た
物
部
の
祭
祀
対
象
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
カ
ミ
で
あ
っ
た
に
相
違

な
い
が
、
そ
の
視
座
は
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
に
対
す
る

よ
う
な
二
重
構
造
は
、
す
べ
て
地
の
文
と
し
て
一
元
化
さ
れ
て
い
る
。『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
視
座
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
物
部
の
祖
の
イ
カ
ガ
シ

コ
ヲ
は
、
い
わ
ば
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
と
同
じ
位
置
に
あ
る
（
図
５

参
照
）。

『
播
磨
国
風
土
記
』
書
き
手
の
視
座
⑴ 

│
連
続
す
る
地
名
起
源
│

　

こ
こ
ま
で
、
地
名
起
源
の
神
話
伝
説
に
見
ら
れ
る
内
部
の
視
座
と
、
外
部

の
視
野
、
さ
ら
に
シ
コ
ヲ
・
シ
コ
メ
に
注
目
し
て
、
登
場
人
物
の
視
野
や
視

座
、
作
品
と
し
て
の
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
視
野
・
視
座
に
つ
い
て

検
討
を
し
た
。
後
者
に
関
し
て
は
、
登
場
人
物
と
し
て
の
大
和
王
権
の
皇
子

と
、
大
和
王
権
の
史
書
の
書
き
手
の
視
野
・
視
座
が
重
な
り
合
う
と
い
う
、

い
わ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
観
点
を
「
風
土
記
」
に

応
用
し
て
、「
風
土
記
」
神
話
伝
説
の
語
り
手
の
位
置
、
一
つ
の
作
品
と
し

モ
ノ

⇐

︵
祭
祀
︶
イ
カ
ガ
シ
コ
ヲ
・
モ
ノ
ノ
ベ

ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ

﹃
古
事
記
﹄
の
視
野
・
大
和
王
権
の
視
座

図
５
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て
の
「
風
土
記
」
編
纂
者
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
の
手
始
め
と
し

て
『
播
磨
国
風
土
記
』
を
検
討
す
る
。

　

当
国
風
土
記
に
は
天
皇
に
ま
つ
わ
る
地
名
起
源
が
多
い
が
、
中
で
も
応
神

（
品
太
天
皇
）
の
狩
り
の
巡
幸
に
拠
る
も
の
が
多
く
、
小
野
田
光
雄
の
三
群
区

分
説Ｊ
の
枠
を
超
え
て
、
国
内
に
広
く
散
見
し
て
い
る
。
以
下
、
記
載
順
に
列

記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
狩
り
の
成
否
に
つ
い
て
★
印
に
示
す
。

１ 

狩
行
之
時
、
一
鹿
走
登
於
此
丘
鳴
。
其
声
比
々
。
故
号
日
岡
。（
賀
古
Ｋ郡

） 

★
成
否
不
問

２ 

所
以
英
馬
野
者
、
品
太
天
皇
、
此
野
狩
時
、
一
馬
走
逸
。
勅
云
、「
誰

馬
乎
」。
侍
従
等
対
云
「
朕
御
馬
也
」。
即
号
我
馬
野
。
…
（
餝
磨
郡
）

★
失
敗

３ 

品
太
天
皇
、
立
射
目
人
於
餝
磨
射
目
前
為
狩
之
。
於
是
、
自
我
馬
野
出

牝
鹿
、
過
此
阜
入
於
海
、
泳
渡
於
伊
刀
嶋
。
尓
時
、
翼
人
等
、
望
見
相

語
云
、「
鹿
者
、
既
到
就
於
彼
嶋
」。
故
名
伊
刀
嶋
。（
揖
保
郡
）
★
失
敗

４ 

金
箭
川　

品
太
天
皇
巡
行
之
時
、
御
苅
金
箭
、
落
於
此
川
。
故
号
金
箭
。

（
揖
保
郡
）
★
失
敗

５ 

欟
折
山　

品
太
天
皇
狩
於
此
山
、
以
欟
弓
射
走
猪
、
即
折
其
弓
。
故
曰

欟
折
山
。（
揖
保
郡
）
★
失
敗

６ 

品
太
天
皇
、
狩
於
此
川
内
、
猪
鹿
多
約
出
於
此
処
殺
。
故
曰
勢
賀
。
至

于
星
出
狩
殺
。
故
山
名
星
肆
。（
神
前
郡
）
★
成
功

７ 

品
太
天
皇
、
狩
於
此
山
、
一
鹿
立
於
前
。
鳴
声
比
々
。
天
皇
、
聞
之
、

即
止
翼
人
。
故
山
者
号
比
也
山
、
野
者
号
比
也
野
。（
託
賀
郡
）
★
成
否

不
問

８ 

伊
夜
丘
者
、
品
太
天
皇
獦
犬
（
名
麻
奈
志
漏
）
与
猪
走
上
此
岡
。
天
皇

見
之
云
、「
射
乎
」。
故
曰
伊
夜
丘
。
此
犬
、
与
猪
相
闘
死
。
即
作
墓
葬
。

故
、
此
岡
西
有
犬
墓
。（
託
賀
郡
）
★
失
敗

９ 

天
皇
獦
犬
、
為
猪
所
打
害
目
。
故
曰
目
割
。（
託
賀
郡
）
★
失
敗

10 

阿
多
加
野
者
、
品
太
天
皇
、
狩
於
此
野
、
一
猪
負
矢
、
為
阿
多
岐
。
故

曰
阿
多
賀
野
。（
託
賀
郡
）
★
成
否
不
問

11 

品
太
天
皇
、
巡
行
之
時
、
此
鴨
発
飛
、
居
於
条
布
井
樹
。
此
時
、
天
皇
、

問
云
、「
何
鳥
哉
」。
阿
従
当
麻
品
遅
部
君
前
玉
、
答
曰
、「
住
於
川
鴨
」。

勅
令
射
時
、
発
一
矢
中
二
鳥
。
即
負
矢
、
従
山
岑
飛
越
之
処
者
、
号
鴨

坂
、
落
斃
之
処
者
、
仍
号
鴨
谷
、
煮
羹
之
処
者
、
号
煮
坂
。（
賀
毛
郡
）

★
成
功

12 

所
以
号
鹿
咋
者
、
品
太
天
皇
、
狩
行
之
時
、
白
鹿
、
咋
己
舌
遇
於
此
山
。

故
曰
鹿
咋
山
。（
賀
毛
郡
）
★
成
否
不
問

　
「
風
土
記
」
は
郡
・
里
（
郷
）・
山
な
ど
の
地
名
単
位
に
記
事
を
載
せ
る
地

誌
で
あ
る
。
巡
幸
記
事
の
中
に
は
「
此
丘
」（
１

）、「
此
阜
」（
３

）、「
此
野
」

（
２

・
10
）、「
此
川
」（
４

・
６

）、「
此
山
」（
５

・
７

・
12
）、「
此
岡
」（
８

）
な

ど
と
あ
り
、
土
地
の
内
部
の
視
座
に
立
つ
の
も
地
誌
と
し
て
の
記
述
の
方
法

で
、
こ
の
点
で
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
ス
ガ
ス
ガ
シ
型
と
も
共
通
す
る
。

た
だ
、
同
じ
天
皇
が
巡
幸
し
、
い
ず
れ
も
狩
り
に
関
わ
っ
て
地
名
を
残
し
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
単
独
で
完
結
す
る
ス
ガ
ス
ガ
シ
型
と
は
異
な
り
、

俯
瞰
的
な
視
野
を
持
っ
た
一
纏
ま
り
の
巡
幸
伝
説
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
点
を
検
証
し
た
い
。

　

当
国
風
土
記
は
、
一
定
の
時
間
軸
上
に
展
開
す
る
紀
伝
体
の
伝
説
も
採
録

し
て
い
る
。
美
嚢
郡
志
深
里
条
に
は
、
オ
ケ
・
ヲ
ケ
二
皇
子
に
纏
わ
る
四
百

字
に
も
及
ぶ
次
の
記
事
が
あ
る
。
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於
奚
袁
奚
天
皇
等
所
以
坐
於
此
土
者
、
汝
父
市
邊
天
皇
命
所
殺
於
近
江

国
摧
綿
野
之
時
、
率
日
下
部
連
意
美
而
逃
来
、
隱
於
惟
村
石
屋
。
然
後

意
美
自
知
重
罪
、
乗
馬
等
、
切
断
其
勒
、
遂
放
之
。
亦
持
物
桉
等
悉
焼

廃
之
。
即
経
死
之
。
尓
二
人
子
等
隱
於
彼
此
、
迷
於
東
西
、
仍
志
深
村

首
伊
等
尾
之
家
所
役
也
。
因
伊
等
尾
新
室
之
宴
。
而
二
子
等
令
燭
、
仍

令
擧
誅
辞
。
尓
兄
弟
各
相
譲
。
乃
弟
立
誅
其
辞
日
「
…
中
略
…
」。
又

誅
其
辞
日
「
…
中
略
…
」
者
。
即
諸
人
等
皆
畏
走
出
。
尓
針
間
国
之
山

門
領
所
遣
山
部
連
少
楯
、
相
聞
相
見
語
云
「
為
此
子
汝
母
手
白
髪
命
、

盡
者
不
食
、
夜
者
不
寝
、
有
生
有
死
位
戀
子
等
」。
仍
參
上
啓
如
右
件
。

即
歡
哀
泣
還
遣
少
楯
召
上
。
仍
相
見
相
戀
。
自
此
以
後
、
更
還
下
造
宮

於
此
土
而
坐
之
。
故
有
高
野
宮
、
少
野
宮
、
川
村
宮
、
池
野
宮
。
又
造

倉
之
處
、
即
号
御
宅
村
、
造
倉
之
處
号
御
倉
尾
。

　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
が
「
こ
の
一
条
は
地
名
説
明
の
た
め
の

記
事
で
は
な
い
が
、
下
に
地
名
説
明
を
伴
わ
せ
て
い
るＬ
」
と
指
摘
す
る
通
り
、

伝
承
を
地
名
の
起
源
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
、
地
誌
と
し
て
の
「
風
土
記
」

に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
オ
ケ
・
ヲ
ケ
を
巡
っ
て
は
、
賀
毛
郡
玉
野
村
条
に
、

有
玉
野
村
。
所
以
者
、
意
奚
袁
奚
二
皇
子
、
坐
於
美
嚢
郡
志
深
里
高
野

宮
、
遣
山
部
小
楯
、
誂
国
造
許
麻
之
女
根
日
女
命
。
於
是
、
根
日
女
已

依
命
訖
。
尓
時
、
二
皇
子
相
辞
不
娶
、
至
于
日
間
。
根
日
女
、
老
長
逝
。

于
時
皇
子
等
大
哀
。
即
遣
小
立
、
勅
云
、
朝
日
夕
日
、
不
隠
之
地
、
造

墓
蔵
其
骨
、
以
玉
錺
墓
。
故
縁
此
墓
、
號
玉
丘
、
其
村
號
玉
野
。

と
あ
る
。
記
事
中
に
「
美
嚢
郡
志
深
里
高
野
宮
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
美
嚢

郡
の
記
事
と
一
連
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
二
皇
子
が
大

和
か
ら
再
び
播
磨
に
戻
っ
た
後
の
話
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
時
間

軸
上
に
展
開
す
る
一
連
の
伝
説
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
各
地
名
ご
と
に
配

置
す
る
と
い
う
編
纂
方
針
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
オ
ホ
タ
ラ
シ
ヒ
コ
の
妻
訪
い
伝
説
に
つ
い
て
も
言
え

る
。
賀
古
郡
に
は
、
道
行
き
的
な
伝
説
が
あ
り
、「
摂
津
国
高
瀬
（
朕
君
）
之

濟
」
↓
「
赤
石
郡
廝
御
井
」
↓
（
別
嬢
が
「
南
毘
都
麻
嶋
」
に
隠
れ
る
↓
）「
賀

古
松
原
」
↓
「
阿
閇
村
」
↓
「
御
坏
江
」
↓
「
榭
津
」
↓
「
南
毘
都
麻
」
↓

「
印
南
六
継
村
」
↓
「
高
宮
村
」
↓
「
酒
屋
村
」
↓
「
贄
田
村
」
↓
「
館
村
」

と
地
名
を
辿
り
な
が
ら
伝
説
が
進
行
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
同
郡
長
田
里

条
に
は
同
じ
妻
訪
い
伝
説
の
一
端
と
し
て
地
名
起
源
が
あ
り
、
ま
た
六
継
里

条
に
は
「
所
以
號
六
継
里
者
已
見
於
上
」
と
し
て
、
道
行
き
途
中
に
あ
っ
た

「
六
継
村
」
で
の
事
を
「
六
継
里
」
と
い
う
行
政
区
画
の
「
里
」
名
の
起
源

と
し
て
位
置
付
け
直
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
印
南
郡
の
南
毘
都
麻
条
に
は
、

郡
南
海
中
有
小
嶋
。
名
曰
南
毘
都
麻
。
…
（
中
略
）
…
印
南
別
嬢
。
此

女
端
正
、
秀
於
當
時
。
尓
時
、
大
帯
日
古
天
皇
、
欲
娶
此
女
、
下
幸
行

之
。
別
嬢
聞
之
、
即
遁
度
件
嶋
隠
居
之
。
故
曰
南
毘
都
麻
。

と
あ
り
、
道
行
き
伝
説
の
一
部
を
、
地
名
で
切
り
取
っ
て
再
録
し
て
い
る
。

　

か
よ
う
な
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
前
掲
し
た
応
神
の
巡
幸
も
、
国
内
を
辿
る

一
連
の
伝
説
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
小
さ
な
土
地
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内

部
で
発
生
し
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
伝
説
で
は
な
い
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。

狩
り
の
成
否
に
つ
い
て
は
成
功
・
失
敗
・
成
否
不
問
と
様
々
な
場
合
が
あ
る

が
、
天
皇
の
馬
が
逃
げ
る
（
２

）、
鹿
を
獲
り
逃
が
す
（
３

）、
矢
を
落
と
す

（
４

）、
弓
が
折
れ
る
（
５

）、
猟
犬
が
闘
死
す
る
（
８

）、
猟
犬
の
目
が
裂
か

れ
る
（
９

）
な
ど
、
む
し
ろ
失
敗
の
場
合
が
多
い
。
失
敗
と
言
え
ば
次
の
国



〔　　〕26

占
め
神
話
が
想
起
さ
れ
る
。

筌
戸
。
大
神
従
出
雲
国
来
時
、
以
嶋
村
岡
為
吴
床
坐
而
、
筌
置
於
此
川
。

故
号
筌
戸
也
。
不
入
魚
而
入
鹿
。
此
取
作
鱠
食
不
入
口
而
落
於
地
。
故

去
此
處
遷
他
。（
讃
容
郡
）

　

こ
の
神
話
に
お
い
て
、
大
神
は
そ
の
地
で
食
事
を
摂
る
こ
と
が
出
来
ず
、

地
名
を
残
し
な
が
ら
、
他
所
に
移
動
す
る
。
狩
り
の
成
否
を
問
わ
な
い
応
神

の
巡
幸
は
、
そ
の
地
に
鎮
座
し
な
い
点
で
こ
れ
に
近
く
、
神
を
「
此
地
」
に

迎
え
る
ス
ガ
ス
ガ
シ
型
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。『
古
事
記
』
が
、
五
瀬
命

や
倭
建
命
の
死
出
の
道
行
き
を
、
連
続
す
る
負
の
地
名
起
源
を
交
え
て
語
る

こ
と
を
思
え
ば
、
当
国
風
土
記
の
成
否
を
問
わ
な
い
狩
り
の
巡
幸
伝
説
も
、

大
和
王
権
国
家
の
歴
史
の
中
で
各
地
の
地
名
が
決
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
第

一
義
と
す
る
、
大
和
王
権
側
の
価
値
観
に
立
っ
た
地
名
起
源
伝
説
で
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
うＭ
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
書
き
手
の
視
座
⑵ 

│
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
│

　

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
六
度
も
登
場
す
る
。
前
に
述

べ
た
シ
コ
ヲ
の
持
つ
外
部
性
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
は
、
当
国
風
土

記
の
書
き
手
の
視
座
、
所
載
説
話
の
語
り
手
の
視
座
に
関
わ
る
も
の
で
あ

り
、
当
国
風
土
記
の
作
品
と
し
て
の
性
格
に
も
関
係
す
る
に
違
い
な
い
。

イ 

揖
保
里
土
中
中　　

所
以
稱
粒
者
、
此
里
依
於
粒
山
、
故
因
山
為
名
粒
丘
。

所
以
号
粒
丘
、
天
日
槍
命
従
韓
国
度
来
到
於
宇
頭
川
底
而
、
乞
宿
處
於

葦
原
志
擧
乎
命
曰
「
汝
為
国
主
。
欲
得
吾
所
宿
之
處
」。
志
擧
即
許
可

海
中
。
尓
時
客
神
以
釼
攪
海
水
而
宿
。
又
主
神
即
畏
客
神
之
盛
行
而
、

先
欲
占
国
、
巡
上
到
於
粒
丘
而
飡
之
。
於
此
自
口
落
粒
。
故
号
粒
丘
。

（
揖
保
郡
）

ロ 

宇
波
良
村　

葦
原
志
許
乎
命
占
国
之
時
勅
「
此
地
小
狭
如
室
戸
」。
故

曰
表
戸
。（
宍
禾
郡
）

ハ 

奪
谷　

葦
原
志
許
乎
命
与
天
日
槍
命
二
相
奪
此
谷
。
故
曰
奪
谷
。
以
其

相
奪
之
由
形
如
曲
葛
。（
同
右
）

ニ 

伊
加
奈
川　

葦
原
志
許
乎
命
与
天
日
槍
命
占
国
之
時
、
有
嘶
馬
遇
於
此

川
。
故
曰
伊
奈
加
川
。（
同
右
）

ホ 

御
方
里
土
下
上

　
　
　

所
以
号
御
形
者
、
葦
原
志
許
乎
命
与
天
日
槍
命
到
故
黒
土

志
尓
嵩
、
各
以
黒
葛
三
條
着
足
投
之
。
尓
時
葦
原
志
許
乎
命
之
黒
葛
一

條
落
但
馬
氣
多
郡
、
一
條
落
夜
夫
郡
、
一
條
此
村
。
故
曰
三
條
。
天
日

槍
命
之
黒
葛
皆
落
於
但
馬
国
。
故
占
但
馬
伊
都
志
地
而
在
之
。
一
云
、

大
神
為
形
見
槙
御
杖
於
此
村
。
故
日
御
形
。（
同
右
）

ヘ 

志
深
里　

坐
於
三
坦
神
、
八
戸
挂
湏
御
諸
命
。
大
物
主
葦
原
志
許
国
堅

以
後
、
自
天
下
於
三
坂
岑
。（
美
襄
郡
）

　

当
国
風
土
記
に
お
け
る
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
性
格
を
考
え
る
上
で
ヘ
は
重

要
で
あ
る
。
大
物
主
葦
原
志
許
を
一
神
の
名
と
す
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』（
第

六
段
一
書
第
八
）
に
お
い
て
、
大
国
主
神
の
亦
名
と
さ
れ
る
二
神
を
統
合
し

た
神
格
に
な
るＮ
。
中
で
も
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
は
、
大
国
主
神
の
「
幸
魂
奇
魂
」

と
し
て
国
作
り
に
深
く
関
与
し
た
神
で
あ
る
か
ら
「
国
堅
」
と
あ
る
こ
と
と

も
符
合
す
る
。
モ
ノ
と
シ
コ
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
、
二

神
の
統
合
に
は
一
定
の
必
然
性
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
が
他

国
の
風
土
記
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
中
央
の
神
話
体
系
に
お
け
る
同
神
を
、
当
国
風
土
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記
が
享
受
し
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
りＯ
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
ア
シ
ハ

ラ
に
は
、
す
ぐ
れ
て
中
央
神
話
的
な
「
葦
原
中
国
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
を
異
界
と
し
て
見
る
視
座
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
ホ
ム
チ

ワ
ケ
皇
子
の
視
座
と
一
致
す
る
。
土
佐
秀
里
は
、

播
磨
と
い
う
視
点
か
ら
は
出
雲
が
〈
外
部
〉
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る

呼
称
で
あ
り
、
播
磨
の
視
点
が
中
央
の
視
点
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を

示
すＰ
。

と
指
摘
す
る
。「
外
部
」「
中
央
の
視
点
」
と
い
う
点
で
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
地
の
文
に
登
場
す
る
当

国
風
土
記
の
視
野
は
、
モ
ノ
を
祭
る
イ
カ
ガ
シ
コ
ヲ
に
対
す
る
『
古
事
記
』

地
の
文
の
視
野
（
前
掲
図
５

）
に
等
し
い
。
播
磨
を
含
め
た
葦
原
中
国
を
「
天
」

の
視
座
か
ら
俯
瞰
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

イ
〜
ホ
の
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は
い
ず
れ
も
国
の
占
有
に
関
わ
っ
て
お
り
、

ロ
を
除
く
全
て
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
の
国
占
め
争
い
の
形
を
と
っ

て
い
る
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
イ
に
お
い
て
「
韓
国
」
か
ら
の
来
訪
神
で
あ
る

と
さ
れ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
新
羅
国
王
の
子
と
さ
れ
る

来
訪
者
と
重
な
る
存
在
で
あ
るＱ
。
そ
の
点
か
ら
し
て
、
谷
口
雅
博
が
、
シ
コ

な
る
力
を
持
つ
「
葦
原
志
許
乎
命
が
外
来
の
神
を
撃
退
し
う
る
存
在
と
し
て

選
ば
れ
たＲ
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
当
を
得
て
い
る
。
で
は
、
当
国
風
土
記
の

書
き
手
は
、
そ
の
両
神
の
対
立
・
葛
藤
を
い
か
な
る
視
座
か
ら
見
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

　

当
国
風
土
記
に
は
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
や
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
含
め
、
播
磨

に
と
っ
て
の
外
来
神
が
数
多
く
登
場
す
る
。
郡
ご
と
に
列
記
す
る
と
次
の
通

り
で
あ
る
。

（
飾
磨
郡
） 

近
國
之
神
・
大
汝
命
・
火
明
命
・
出
雲
國
之
神
・
大
汝
少
日
子

根
・
筑
紫
豊
國
之
神
・
倭
穴
无
神

（
揖
保
郡
） 

讃
伎
國
宇
達
郡
飯
神
之
妾
（
名
曰
飯
盛
大
刀
自
）・
大
汝
命
・
出

雲
國
阿
菩
大
神
・
伊
勢
都
比
古
命
・
伊
勢
都
比
賣
命
（『
伊
勢
国

風
土
記
』
逸
文
で
は
出
雲
の
神
）・
少
日
子
根
命
・
出
雲
御
蔭
大
神
・

出
雲
大
神
（
女
神
）・
天
日
槍
命
・
葦
原
志
挙
乎
命

（
讃
容
郡
） 

大
神
（
従
出
雲
國
来
）

（
宍
禾
郡
） 

葦
原
志
許
乎
命
・
天
日
槍
命

（
神
前
郡
） 

大
汝
命
・
小
比
古
尼
命
・
阿
遅
須
岐
高
日
古
尼
命
神
・
天
日
槍

命
・
伊
與
都
比
古
神

（
託
賀
郡
） 

宗
形
大
神
奥
津
嶋
比
賣
命
・
讃
伎
日
子
神
・
冰
上
刀
賣
・
近
江

國
花
波
之
神

（
賀
毛
郡
） 

大
汝
命
・
天
照
大
神
・
住
吉
大
神
・
花
浪
神
之
妻
淡
海
神

（
美
嚢
郡
） 

大
物
主
葦
原
志
許

　

外
来
す
る
神
々
は
、
伊
和
大
神
を
初
め
と
す
る
在
地
の
神
々
と
も
交
流

し
、
あ
た
か
も
韓
国
・
新
羅
・
讃
岐
・
但
馬
・
伊
予
・
筑
紫
・
意
伎
・
出
雲
・

伯
耆
・
因
幡
・
上
野
な
ど
各
地
か
ら
人
々
が
訪
れ
る
様
を
、
神
の
世
界
に
映

し
た
印
象
が
あ
るＳ
。

　

イ
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
を
「
國
主
」
と
呼
び
、

地
の
文
に
お
い
て
も
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
を
「
主
神
」
と
認
定
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
で
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
「
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
」
と
呼
び
か
け
は
せ
ず
、

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は
あ
く
ま
で
地
の
文
に
お
け
る
認
識
で
あ
る
。
当
国
風
土

記
は
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
と
い
う
異
界
の
存
在
を
播
磨
の
「
主
神
」
と
認
定

し
、
そ
こ
に
外
来
神
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
訪
れ
、
交
渉
し
て
い
る
様
を
描
い
て
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い
る
の
で
あ
る
。「
葦
原
中
国
」
の
う
ち
の
播
磨
国
の
様
子
を
、
大
和
王
権

の
視
座
に
立
っ
て
俯
瞰
す
る
、
こ
れ
が
当
国
風
土
記
の
視
野
で
あ
る
（
図
６

参
照
）。

お
わ
り
に

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
村
々
の
争
い
を
描
い
た
記
事
が
あ
る
。

臰
江　

右
号
臰
江
者
、
品
太
天
皇
之
世
、
播
磨
国
之
田
村
君
、
有
百
八

十
村
君
而
、
己
村
別
相
闘
之
時
、
天
皇
勅
、
追
聚
於
此
村
、
悉
皆
斬
死
。

故
曰
臰
江
。
其
血
黒
流
。
故
号
黒
川
。（
賀
毛
郡
）

　

あ
た
か
も
『
古
事
記
』
に
お
け
る
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
王
の
叛
逆
伝
説
（
前
掲
）

の
如
き
で
あ
る
。
播
磨
に
と
っ
て
は
、
連
続
す
る
「
負
」
の
地
名
起
源
で
あ

り
、
明
ら
か
に
大
和
王
権
の
視
座
に
よ
る
伝
説
だ
と
言
え
る
。

　

大
和
か
ら
見
た
村
々
の
渾
沌
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
次
の
『
日
本
書
紀
』

の
記
事
に
等
し
い
。

・ （
神
武
）
謂
諸
兄
及
子
等
曰
「
…
遼
邈
之
地
、
猶
未
霑
於
王
澤
。
遂
使

邑
有
君
、
村
有
長
、
各
自
分
疆
、
用
相
凌
躒
。
…
」（
神
武
即
位
前
紀
）

・ （
景
行
）
曰
「
朕
聞
、
其
東
夷
也
、
識
性
暴
強
。
凌
犯
為
宗
。
村
之
無
長
、

邑
之
勿
首
。
各
貪
封
堺
、
並
相
盗
略
。
…
」（
景
行
四
十
年
七
月
）

　

い
ず
れ
も
天
皇
の
視
座
に
立
っ
た
天
皇
の
発
話
で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土

記
』
の
臰
江
条
は
、
地
の
文
そ
れ
自
体
が
、
大
和
王
権
側
の
視
座
に
立
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
証
左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
神
話
伝
説
の
語
り
手
、
書
き
手
の
視
座
に
注
目
し
、
ま
ず
大

和
王
権
側
の
視
座
に
立
っ
た
『
古
事
記
』
の
視
野
を
確
認
し
、
そ
れ
と
の
比

較
を
通
し
て
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
書
き
手
の
視
座
を
検
討
し
て
き
た
。

ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
を
主
神
と
認
め
る
外
部
の
視
座
を
持
ち
、
連
続
す
る
天
皇

巡
幸
や
数
々
の
外
来
神
の
活
動
を
、
外
部
の
視
座
か
ら
俯
瞰
す
る
視
野
を

ヒ
ボ
コ
の
視
座

﹃
国
主
﹄

﹁
主
神
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
﹂︵
地
の
文
︶

﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
視
野
・
大
和
王
権
の
視
座

図
６

天
皇
の
巡
幸

Ａ
地…

狩
り
の
成
功

Ｂ
地…

狩
り
の
失
敗

主
神
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
活
動

外
来
神
の
活
動

在
地
神
の
活
動

村
々
の
争
い

﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
視
野
・
大
和
王
権
の
視
座

図
７
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持
っ
て
、
当
国
風
土
記
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
大
和
王
権
の
視
座
、

王
権
国
家
の
史
書
の
視
野
と
一
致
す
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
最
後
に
当

国
風
土
記
の
構
成
を
図
７

と
し
て
示
し
お
く
。

注（
１

）　

森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く　

述
作
者
は
誰
か
』（
中
公
新
書
、
一
九

九
九
年
）
等
参
照

（
２

）　

小
野
田
光
雄
『
古
事
記
釋
日
本
紀
風
土
記
ノ
文
獻
学
的
研
究
』（
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
九
六
年
）「
播
磨
國
風
土
記
の
成
立
に
つ
い
て
」
参
照

（
３

）　

拙
稿
「
大
和
王
権
の
時
空
支
配
の
構
想
（
序
説
）」（『
古
代
研
究
』
五
〇
、

二
〇
一
七
年
二
月
）
参
照

（
４

）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
１

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に

拠
る
。

（
５

）　
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
真
福
寺
本
（『
国
宝
真
福
寺
本
古
事
記
』
桜
楓

社
、
一
九
七
八
年
）
を
底
本
に
論
者
が
校
定
し
、
適
宜
句
読
点
等
を
施
し
、
割

注
を
括
弧
内
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
６

）　
『
出
雲
国
風
土
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
細
川
家
本
（『
出
雲
国
風
土
記
諸
本
集
』

勉
誠
社
、
一
九
八
四
年
）
を
底
本
に
論
者
が
校
定
し
、
適
宜
句
読
点
等
を
施
し
、

割
注
を
括
弧
内
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７

）　

例
示
し
た
以
外
に
も
、
意
宇
郡
飯
梨
郷
、
秋
鹿
郡
伊
農
郷
、
飯
石
郡
熊
谷
郷
、

同
多
祢
郷
、
大
原
郡
来
次
郷
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
８

）　

早
く
本
居
宣
長
が
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
の
ア
シ
ハ
ラ
に
「
葦
原
中
国
」
の
意

を
認
め
て
い
る
（『
古
事
記
傳
』
七
、『
本
居
宣
長
全
集
』
九
、
筑
摩
書
房
、
四

二
一
頁
）。

（
９

）　

柳
田
國
男
「
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
」（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
五
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
二
年
）。
三
谷
榮
一
『
日
本
神
話
の
基
盤
』（
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
）

第
二
編
第
一
章
参
照
。

（
10
）　

真
福
寺
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
に
は
「
命
」
の
字
が
あ
り
、
兼
永
本
を
初
め

と
す
る
卜
部
系
諸
本
に
は
無
い
。
同
神
に
つ
い
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
評
価
で
あ

り
、
ス
セ
リ
ビ
メ
の
「
麗
神
」
と
対
照
的
な
呼
称
で
あ
る
と
理
解
し
て
、
神
に

尊
号
を
つ
け
な
い
卜
部
系
の
特
殊
性
を
採
用
す
る
。

（
11
）　

拙
著
『
古
事
記
神
話
論
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
）
第
Ⅱ
部
第
二
章
・
第

五
章
参
照

（
12
）　

拙
稿
「
モ
ノ
を
祭
る
王
の
神
話
作
り
」（『
論
集
上
代
文
学
』
三
四
、
二
〇
一

四
年
一
〇
月
）
参
照
。
土
佐
秀
里
は
、
シ
コ
に
つ
い
て
、
上
代
文
献
の
用
例
を

検
討
し
、
ま
た
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
登
場
人
物
の
発
話

文
内
の
呼
称
と
し
て
現
れ
る
点
に
も
注
目
し
て
、「
発
話
者
が
属
す
る
世
界
を

基
準
と
し
た
」「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」
を
意
味
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
（「
醜

男
醜
女
考
」『
日
本
文
學
論
究
』
七
五
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。
首
肯
す
べ
き
で

あ
る
。

（
13
）　
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
引
用
は
、
巻
三
以
降
に
つ
い
て
は
兼
右
本
（
天
理
図

書
館
善
本
叢
書
『
日
本
書
紀
兼
右
本
』
一
、
八
木
書
店
、
一
九
八
三
年
）
を
底

本
に
、
神
代
巻
に
つ
い
て
は
兼
方
本
（『
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
四
年
）
を
底
本
に
、
論
者
が
校
定
し
、
適
宜
句
読
点
等
を
施
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
14
）　

佐
伯
有
清
著
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
本
文
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二

年
）
に
拠
る
。

（
15
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
二
三

三
頁
頭
注
一
五

（
16
）　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
）
七
八
頁
。『
時

代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』（
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
、
七
四
五
頁
）
も
、「
物

部
の
物
は
、
物
ノ
化
の
物
」
と
す
る
説
を
載
せ
る
。

（
17
）　

拙
稿
前
掲（
12
）お
よ
び
拙
稿
「〈
神
話
〉
が
作
る
国
家
│
列
島
古
代
の
精
神

史
│
」（『
文
学
・
語
学
』
二
二
七
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）
参
照

（
18
）　

西
郷
前
掲
書（
16
）、
一
四
八
頁

（
19
）　

小
野
田
前
掲
書（
２

）

（
20
）　
『
播
磨
国
風
土
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
三
條
西
家
本
（
新
天
理
図
書
館
善
本

叢
書
『
古
事
記
道
果
本
・
播
磨
国
風
土
記
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
を
底

本
に
論
者
が
校
定
し
、
適
宜
句
読
点
等
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
三
四
九
頁
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頭
注
一
四

（
22
）　

飯
泉
健
司
は
失
敗
に
終
わ
る
天
皇
の
狩
り
の
伝
承
を
「
天
皇
の
力
を
土
地
神

の
霊
威
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け
た
伝
承
」
と
解
し
、「
八
世
紀
初
頭
の
朝
廷
・

天
皇
は
こ
の
種
の
伝
承
に
耳
を
傾
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

（『
播
磨
国
風
土
記
神
話
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
七
年
、
二
三
五
頁
）
が
、

本
稿
で
は
も
と
よ
り
大
和
王
権
（
外
部
）
の
視
座
に
立
っ
て
播
磨
を
俯
瞰
す
る

視
野
の
中
で
成
り
立
っ
た
地
名
起
源
伝
説
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

（
23
）　

大
物
主
・
葦
原
志
許
の
二
神
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
は

『
日
本
書
紀
』
第
八
段
一
書
第
六
に
て
「
葦
原
醜
男
」、『
古
事
記
』
根
国
訪
問

条
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
話
に
お
い
て
「
葦
原
色
許
男
」（
注
10
参
照
）
と
尊
号
が

つ
か
な
い
場
合
が
あ
る
の
に
対
し
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
に
そ
の
例
を
見
な
い
こ
と

か
ら
、
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
に
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
い
う
別
名
を
冠
し
た
一
神
の
名
と

み
る
。

（
24
）　

谷
口
雅
博
『
風
土
記
説
話
の
表
現
世
界
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
第

十
三
章
参
照
。
ま
た
「
播
磨
の
地
方
神
と
み
る
見
方
も
捨
て
が
た
い
」（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
七
〇
頁
頭
注
六
）

と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
賛
同
し
な
い
。

（
25
）　

土
佐
前
掲
論
文（
12
）

（
26
）　

飯
泉
前
掲
書（
22
）第
一
章
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
と
人
と
が
重
な
り
存
在

す
る
の
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
特
徴
で
あ
る
。

（
27
）　

谷
口
前
掲
書（
24
）二
五
二
頁

（
28
）　

注（
26
）に
同
じ
。

新　

刊　

紹　

介

Edoardo GERLIN
I　

河
野
貴
美
子
編

『
古
典
は
遺
産
か
？　

　

 

日
本
文
学
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
利
用
と
再
創
造
』

　

タ
イ
ト
ル
か
ら
本
書
が
古
典
文
学
の
遺
産
登
録

を
目
論
む
価
値
付
け
の
書
だ
と
感
じ
た
な
ら
、
良

い
意
味
で
裏
切
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
編
者GERLIN

I

氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
は
、

既
存
の
「
遺
産
」
概
念
自
体
を
文
学
テ
ク
ス
ト
の

側
か
ら
解
体
し
再
構
築
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
古
典
な
る
も
の
が
、
過
去
一
時
点
に

作
ら
れ
た
遺
物
で
は
な
く
、
過
去
の
あ
る
時
点
や

今
こ
の
瞬
間
の
〈
現
在
〉
に
お
い
て
再
生
産
さ
れ

る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
文
化
現
象
で
あ
る
と
見
る
点

に
お
い
て
、「
古
典
」
の
解
体
・
再
構
築
で
も
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
「
所
有
性
」「
作
者

性
」「
真
正
性
」
を
再
考
す
る
十
二
本
の
論
文
と

コ
ラ
ム
、
そ
の
発
展
と
し
て
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
の

広
が
り
」
を
考
え
る
五
本
の
論
文
と
コ
ラ
ム
に

よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
概
念
の
可
能
性
が
追
求

さ
れ
て
い
る
。
逐
一
著
者
と
論
文
名
を
挙
げ
る
こ

と
は
か
な
わ
な
い
が
、
近
代
的
な
所
有
・
作
者
・

真
正
性
の
像
を
解
体
す
る
か
の
よ
う
に
、
た
と
え

ば
複
数
の
作
者
や
韜
晦
さ
れ
た
作
者
に
よ
る
テ
ク

ス
ト
生
成
が
論
じ
ら
れ
、
ま
た
唯
一
絶
対
の
原
本

に
捉
わ
れ
な
い
様
々
な
所
有
の
形
式
│
│
断
片
化

さ
れ
た
り
、
書
き
換
え
（
加
え
）
ら
れ
て
ゆ
く
テ

ク
ス
ト
な
ど
近
現
代
に
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
い

│
│
が
示
さ
れ
る
。
建
築
物
を
中
心
と
し
た
固
定

的
な
イ
メ
ー
ジ
の
遺
産
は
、
テ
ク
ス
ト
遺
産
に

よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
。

　

緒
論
の
通
り
、
現
今
耳
に
す
る
「
古
典
の
危
機
」

に
対
す
る
解
答
の
一
つ
と
も
な
り
う
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
文
学
研
究
に
関

わ
る
方
が
主
な
想
定
読
者
だ
が
、
是
非
古
典
教
育

に
携
わ
る
方
に
も
広
く
手
に
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。

（
二
〇
二
一
年
一
〇
月　

勉
誠
出
版　

Ａ
５

判　

二
二
七
頁　

本
体
二
八
〇
〇
円
） 

〔
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